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ぶらさがり器具の認定基準及び基準確認方法 

 

 

1.基準の目的 

 この基準は,ぶらさがり器具の安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項について 

定め、一般消費者の生命又は身体は対する被害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

2.適用範囲 

 この基準は一般家庭で使用する自立型のぶらさがり器具(以下「ぶらさがり器具」という)について適

用する。 

3.安全性品質 

 ぶらさがり器具の安全性品質は次のとおりとする。 

項  目 基  準 基準確認方法 

１.外観、構造

 及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.ぶらさがり器具の構造 

  外観及び寸法は,次のとおりとする。 

 

(1) 組立ては簡単で正常な方法によって組

立てたぶらさがり器具の各部にはゆる

み、がた、変形等がないこと。 

 

 

(2) 外部に現れるポルト、ナット等の先 

端は,著しく突出していないこと。 

 

(3) 人体が触れる部分には.傷害を与える

ような先鋭部,はり等がないこと。 

 

(4) 支柱には、バーの落下を防止するため

の装置が取り付けられていること。 

 

(5) スプリングを有するものにあっては、

スプリングを最大長さにしたとき、ス

プリング全長がカバー等によって覆わ

れていること。 

 

 

 

 

 

 



 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

２.耐過重 

(6) バーの有効長さは〇以上であること

。 

  

(7) バーの外径は〇であり、その他の握

り部の外径は〇以上であること。 

 

２.  

(1) 中央部に〇の荷重を加えたとき、最

大たわみ量はバーの最大高さの〇以

下であり、最大残留たわみ量はバー

の最大高さの〇以下であること。 

  また、荷重を除去した後、破損、外

れ及び使用上支障のある変形がない

こと。 

 

 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) バーの中央部につるした〇の砂袋を

バーの中心まで持ち上げ落下させた

とき、各部に破損、外れ、使用上支

障のある変形等がないこと。 

 

 

 

 

 

 

(3) 腹筋板を有するものにあっては次の 

規定に適合していること。 

 (a)腹筋板の中央部に〇の砂袋を高さ〇

から〇回繰り返し落下させたとき、

各部に破損、外れ、使用上支障のあ

る変形等がないこと。 

 

 (b)腹筋板の取付け強度は〇以上である

こと。 

 

 

 

 



項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) スプリングを有するものにあっては

スプリングを連続〇回繰り返し引張

ったとき、切断等がなく、かつスプ

リングの永久伸びはスプリング全長

に対して〇以下であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) タイバー中央部に〇の荷重を加えた

とき、破損、外れ及び使用上支障の

ある変形がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) サイドバーを有するものにあっては

、以下の規定に適合していること。 

 (a)サイドバーの中央部に〇の荷重を加

えたとき、破損、外れ及び使用上支

障のある変形がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b)サイドバーの先端部を横方向に〇の

荷重を加えたときに最大たわみ量は

〇以下であること。 

  また,荷重を除去した後.破損ー外れ

及び使用上支障のある変形がないこ

と。 

 

 

項  目 基  準 基準確認方法 

３.安定性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 

(1) ぶらさがり器具を前方に傾斜させ

たとき、〇以下で転倒しないこと

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ぶらさがり器具を後方及び側方に

傾斜させたとき、〇以下で転倒し

ないこと。 

 

４.付属品(青竹踏み,つり輪等)は、ぶ

らさがり器具の使用上の安全性を損

なわないものてあること。 

 

4.表示及び取扱説明書 

 ぶらさがり器具の表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

項  目 基  準 基準確認方法 

１.表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.取拔説明書 

１.製品には、容易に消えない方法で次の

事項を表示す。 

 

(1) 申請者(製造業者、翰入業者等)の名称

またはその略号 

 

(2) 製造年月もしくは輸入年月またはその

略号 

 

(3) 最大使用体重〇 

 

(4) 最大高さの位置 

 

２.製品には次に示す趣旨の取扱上の注意

事項を明示した取扱説明書を添付する

こと。 

   ただし、その製品に該当しない注意事

項については明示しなくてもよい。な

お、一般消費者が容易に理解できるよ

う図で明示するのが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) 取扱説明書は必ず読み, 読んだあと保

管すること。 

    ただし,以下の該当する各項を製品に

容易に消えない方法により表示してあ

るものにあっては,本項を省略しても

よい。 

 

(2) 正しいぶらさがり方 

    両肘をかるく曲げて握れる程度の高さ

から、足をつけたままで膝を曲げ静か

に腰をおろしてぶらさがること。 

 

(3) 組立の要領及びトレーニング方法 

 

 

 

 

項  目 基  準 基準確認方法 

 

 

 

 

(4) 部品の-部が取り外されているぶらさ

がり器具は、その組立ての要領及び注

意。 

 

(5) 使用上の注意 

 (a)安定した床面及び安全な壁面を利用し

て設置すること。ただし、べランダ、

屋外等には設置しないこと。 

 (b)使用前に製品各部を点検し、特に高さ

調節ノブは確実に止め、確認後使用す

ること。 

 (c)とびつき、逆上がり等はしないこと。 

 (d)体力、健康に応じたぶらさがり方を行

うこと。 

 (e)同時に２人以上では使用しないこと。 

 

(6) 使用後及び保管方法についての注意。 

 

(7) 製造業者,輸入業者又は販売業者の名

称及びその住所 
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